
審議会の内容

①委員の委嘱、会長等の選出
②市長から審議会への諮問
③第八次福井市総合計画（素案）についての説明（事務局）
④質疑応答
⑤専門部会の部会長の選出
⑥審議会の進め方についての説明（事務局）
⑦質疑応答

①答申案について説明（事務局）
②各部会長から部会での意見を報告
③質疑応答
④答申後のスケジュール等説明（事務局）

①会長から市長に答申書を提出

①委員自己紹介
②副部会長の選出

③政策ごとに素案の説明（事務局）
④政策ごとに委員から意見等をいただく
※以下、繰り返し

①前2回での意見等を反映した素案について説明（事務局）
②修正した素案について委員から意見等をいただく

総合計画審議会の進め方について

《１》 （全体会）市から諮問内容（素案等）の説明

《２》 （各専門部会）市の素案の政策毎に、委員からご意見等をいただく

《３》 （各専門部会）委員からのご意見等をふまえ、素案の加筆、修正等を行う

《４》 （全体会）全体としてとりまとめ、答申書として作成

市長 審議会

諮問
第八次
総合計画
（素案）

【１ 全体の流れ】

７月 全体会
（第２回）

4月 各専門部会（第1回）

５月 各専門部会（第2回）

６月 各専門部会（第3回）

７月 答申

4月 全体会（第1回）
※諮問

審議会にて審議

【２ 審議の進め方】

【３ 審議会開催の流れ】

市長審議会

答申
第八次
総合計画
（答申）

9月 パブリック・コメントの実施
福井市議会への提案１２月
第八次福井市総合計画 スタート（議決後） ４月

※部会間での調整が必要な場合には、各部会の部会長と副部会長が
出席する「調整会議」を開催
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※答申後の流れ


